別記様式第27号(第24条関係)
年　　月　　日

住所
住宅名・住宅番号
氏名　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　　　　　印

市公営住宅高額所得者認定通知書

　先に申告がありました、世帯の所得及び世帯構成により、あなたの収入を次のとおり認定するとともに、収入が公営住宅法施行令第9条の基準を2年続けて超えていますので、あなたを高額所得者として認定します。
　また、　　　　年度(　　　　年　月から)のあなたの毎月の家賃は、次のとおりと決定しましたので、併せてお知らせします。
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	所得額合計
	控除額合計
	認定月額
	収入階層
	認定年月日

	円
	円
	円
	
	



	家　　賃
	
	適用開始年月
	適用終了年月

	円
	
	
	


・ 告知事項
(1) あなたは、この通知により高額所得者として認定されましたが、高額所得者の認定基準等は、次のと
おりです。
ア　入居してから5年を経過し、引き続き2年間高額所得者の収入基準を超えていること
(昨年度の基準額          円、本年度の基準額          円)。
(2) あなたの収入が高額所得者として収入基準を超えていることから北見市公営住宅条例第25条の規定に
より、市の請求があったときは、市公営住宅を明け渡さなければなりません。
(3) この収入の認定又は高額所得者としての認定について意見があるときは、この通知の日から30日以内
に市長に理由を示して意見を述べることができます。
(4) 失職、退職、同居親族の異動等により収入及び控除額に変動があった場合は、その事実があった日か
ら30日以内に、新たな収入の申告をすることができます。
・ 収入階層判定基準の改正と経過措置(平成21年4月1日施行)
　改正時の既存入居者については、5年間なお旧基準により高額所得者の判定を行う、経過措置がとられています。
